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丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター 指定管理者 募集要項の構成 

 

Ⅰ 募集要項 

・ 指定管理者募集要項 

・ 参考資料１ 丹波篠山総合スポーツセンター 年度別利用状況（令和3～令和6年度） 

・ 参考資料２ 丹波篠山総合スポーツセンター 管理経費の詳細（令和3～令和6年度） 

・ 参考資料３ 「丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例」ほか 

 

Ⅱ 募集要項（申請書類 様式集） 

・ 指定管理者指定申請書（様式第１号） 

・ 事業計画書（様式２） 

・ 経理的基盤及び技術的能力に関する事項を記載した書類（様式３） 

・ 管理運営に係る支出予算書（様式４） 

・ 質問票（様式５） 

・ 参加申込書（様式６） 

・ 共同事業体協定書（様式７） 

・ 自主事業提案書（様式８） 

 

 

Ⅲ 仕様書 

・ 指定管理者仕様書 

・ 添付資料１ 保守点検対象設備及び点検項目一覧 

・ 添付資料２ 備品一覧表 

・ 添付資料３ 配置図、平面図（１階、２階） 
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丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター指定管理者募集要項 

 

 

 丹波篠山市では、丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター（以下「スポーツセンター」

という。）の管理業務について、より一層のサービスの向上と業務の効率化を図るため、地

方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する

条例（平成 16年条例第 36号）及び丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例（平成

19 年条例第 21 号）の規定に基づき指定管理者を募集します。 

 今回の指定管理者の募集については、体育館及び武道場、グラウンド、人工芝グラウンド、

テニスコートの管理運営、これらの施設を活用した自主事業の展開に関して、創意と工夫に

満ちた提案を広く募ります。 

 

 

１ 施設の設置目的と施設管理運営方針 

① 設置目的 

スポーツセンターは、丹波篠山市民のスポーツ活動を推進し、健全な心身、健康保

持及び体力の増強を図るとともに、市民生活の健全育成に資するための施設です。 

② 施設管理運営方針 

施設の特性を考慮し、より質の高い維持管理が保てるよう、必要かつ適正な管理を

行います。 

施設の運営にあたっては、地元住民をはじめとした関係団体等との連携に配慮しつ

つ、住民の参画を促進して地域の交流や振興に努めます。 

利用者の満足度を高め、その期待に応えるため、常に利用者の声を聴収し、反映で

きるものは積極的に取り入れます。 

 

２ 施設の概要 

 

① 施設名         丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター 

② 所在地        兵庫県丹波篠山市郡家４５１－４番地 

③ 設置年月       昭和５５年１１月１日 

④ 敷地面積       ６３，０５３．６２㎡ 

⑤ 施設構造等 

・構  造 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造２階建 

・建築面積 2,386.31㎡  

・延床面積 3,598.88㎡ 

・主な施設、機能   

【屋内施設】管理棟 建築面積 906.03㎡ 

          延べ床面積 1791.13㎡ 

・事務室 60㎡ 

・応接室 25㎡ 
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          ・会議室１ 35㎡ 

          ・会議室２ 17㎡ 

          ・柔道場 217㎡ 

          ・剣道場 217㎡ 

・トレーニング室 99㎡ 

・更衣室 87㎡（ロッカー360個） 

・シャワー室 35㎡ ６ヵ所・男女トイレ ２か所 

【屋内施設】 

・体育館棟 建築面積 1,480.28㎡ 

床面積 1,807.75㎡ 

・アリーナ（30m×40m） 

・バレーボール２面 

・バスケットボール２面 

・卓球台 24台 

・ランニングコース 140ｍ 

 

【屋外施設】 

・テニスコート オムニコート７面 

・グラウンド（土）20,000㎡ 

    100m×200m トラック 300m 

・人工芝グラウンド 7,696㎡ 

                91.4m×55m 

・男女トイレ １か所 

             

     【駐車場】 

・玄関前（１０９台）無料 

・たんば荘と共有駐車場（４０台）無料 

   

⑥ 施設の利用状況・運営実績等  参考資料１ 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲・内容等 

（１）業務の範囲・内容 

① スポーツセンターの運営に関すること 

② 施設の維持管理に関すること 

③ 施設の安全管理業務に関すること 

④ 賠償責任と保険の加入に関すること 

⑤ 管理経費及び収入の経理に関すること 

⑥ 職場環境を常に最良の状態に保つこと 

⑦ その他、管理運営に関すること 
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※業務の詳細は、別に定める「丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター指定管理者

仕様書(以下｢仕様書｣)に規定します。 【仕様書】 別紙  

 

（２）守秘義務 

指定管理者は、指定管理業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者にもらし、

また、自己の利益のために使用することはできません。指定期間終了後も同様とします。 

 

４ 休館日及び開館時間の基準 

（１）休館日（全施設） 

① ６月・９月・１２月・３月の第三火曜日 

（各月の第三火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定よる休日にあたるときは、その直後の同法に規定する休日でない日） 

② １２月２８日から翌年１月４日まで 

 

（２）開館時間 

① 体育館・武道場・テニスコート 

◇ ９時から２１時まで 

② グラウンド(土)・人工芝グラウンド 

◇ ４月から９月  ９時から１９時まで 

◇１０月から３月  ９時から１７時まで 

  

 ※例外として、休館日又は時間外であっても特別の事由により必要が生じた場合は、

教育委員会の指示により従事するものとします。 

（注）休館日及び開館時間に関する上記の基準は、提案内容を拘束するものではありません。 

 

５ 関係法令の遵守 

以下の法令等を遵守し利用者の安全性・快適性を考慮した管理運営として下さい。 

· 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例、丹波篠山市立丹波篠山総合ス

ポーツセンター条例施行規則、地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規 

· 公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例、公の施設の指定管理者の指定

手続等に関する条例施行規則 

· 消防法ほか施設維持設備保守点検に関する法規 

· 労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規 

· 公益通報者保護法 

· 個人情報の保護に関する法律、個人情報保護条例、情報公開条例 

· 暴力団排除条例 

· その他関連法規・通知・要領等 
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６ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

指定は、令和７年１２月議会（予定）の議決を経て確定します。 

 

７ 管理経費の算出等について 

（１）指定管理業務に係る経費 

経費の算出に当たっては、人件費、事務所経費、委託費、修繕費、租税公課など必

要な経費を計上してください。 

※経費積算に用いる消費税及び地方消費税の税率は税率（１０％）としてください。 

※光熱費（水道、ガス、電気、その他水光熱費）に関しては市の直接執行とします。 

光熱費相当額 7,500 千円が不足する場合は補正予算にて対応するが、利用料金に

光熱水費が含まれるため、不足相当額を市に返還してください。 

 

（２）利用料金制度 

本施設は利用料金制度を導入しています。この制度では指定管理者は、利用者が支

払う利用料金を自らの収入とします。 

「丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例」に定める基準金額に基づいて

利用料金収入見込額を提案してください。 

 

（３）現行の料金体系（使用料） 

◆ 現行の料金体系（平成２０年４月から） 

◆ 利用料金〔丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例 別表(第 8 条関係)〕 

 

区  分 

9：00～ 

12：00 

13：00～ 

 17：00 

18：00～ 

 21：00 

 

備    考 

体育館 

専用利用 4,200 5,600 4,200 
半面利用時の使用料

は 1/2 とする。 

個人利用 300 300 300 １人/時間帯当たり 

暖房設備 500 
1 基１時間当たり 

（個人利用不可） 

武道場 

専用利用 2,100 2,800 2,100 
 

 

個人利用 300 300 300 
１人/時間帯当たり 

冷暖房設備 500 
１時間当たり 

（個人利用不可） 

トレーニング室 専用利用 2,400 3,200 2,400 
 

http://172.16.1.18/reiki/reiki_word/00891001042012251.doc
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（４）利用料金の減免等 

指定管理者は、丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例の規定に基づき、市

長が定める基準に従い、使用料金の全部又は一部を減額又は免除若しくは還付すること

ができます。 

  ※利用料金の減免等の詳細 （参照：仕様書） 

 

（５）修繕等の取扱い 

修繕等に要する費用は小規模・大規模から構成します。 

小規模：１件５０万円未満の管理物件の修繕・更新を言い、指定管理料に含みま

すので、必要な金額を計上してください。 

大規模：１件５０万円以上の管理物件の修繕・更新については、年度毎の変更が

大きいため指定管理料に含みません。なお、大規模修繕が必要となった

場合は、指定管理者と市の間で協議を行い、市が別に定める予算の範囲

内で実施することとします。 

（６）管理口座 

本施設の管理業務にかかる経理については、金融機関に専用口座を設けて行ってく

ださい。 

 

 

個人利用 300 
1 人/１回当たり 

会議室１ 専用利用 900 1,200 900 
 

 

会議室２ 専用利用 600 800 600 
 

 

グラウンド（土） 専用利用 1,200 
 

1 時間当たり 

人工芝グラウンド 

専用利用 1,800 
 

1 時間当たり 

個人利用 300 300 
 

1 人/時間帯当たり 

テニスコート 500 １時間/１面当たり 

テニスコート照明

設備 
500 １時間/１面当たり 

１． 利用者が市外の場合の使用料は、この表の金額の２倍とする。 

２． 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務するもの、若しくは本

市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。 



- 6 - 

８ 市が指定管理者に支払う指定管理料について 

市は、毎年度の予算の範囲内で施設の管理に必要な経費を指定管理料として指定管理

者に支払います。具体的な金額は、申請時に提案していただく管理運営に係る収支予算

書（「様式集」様式４）の金額に基づき、指定管理者と市が協議した上で、別途締結す

る年度協定で定めます。 

（１）指定管理料の額 

指定管理料は、基本協定書（案）、業務仕様書（案）、これまでの決算状況等を参考

に以下の上限額の範囲内で各年度の「想定支出－想定収入」の金額で求めたものを提案

ください。 

   上限金額   

令和８年度  ２８，９８８千円 

        令和９年度  ２８，９８８千円 

        令和１０年度 ２８，９８８千円 

        令和１１年度 ２８，９８８千円 

        令和１２年度 ２８，９８８千円 

 

（２）指定管理料の変更 

各年度終了時において、指定管理経費に過不足が生じた場合及び利用料金収入が計

画と異なる場合にも、精算はせず、年度協定で決定した額は変更しません。 

また、指定管理業務が、年度当初の計画どおり実施されない場合は、指定管理料を

減額します。 

 

９ 自主事業の実施 

（１）事業の内容 

自主事業とは、本要項や仕様書等に指定管理者が行うべきものとしての具体的定め

がなく、指定管理者が市の承認を得て施設内において自らの責任と費用で自主的に行

う事業であり、指定管理料を充てることはできません。また、必要に応じ別途使用許

可や使用料が必要な場合があります。 

自主事業による収益金については原則として、指定管理者の収入としますが、本募

集においては、その一部を施設の管理運営費用に充てることを想定しています。 

自主事業の実施にあたり、優先予約期間内に利用者に影響を与えない範囲において 

  予約可能とし施設を活用した自主事業の計画を出来るものとする。 

施設利用者のニーズに応える、創意工夫を凝らしたサービスの提案を求めますので、

自主事業提案書（「様式集」様式８）の提出とともに、収支予算書（「様式集」様式４）

「その他収入」欄に金額を記載し、備考欄に自主事業収益金充当であることを示し提

案してください。 

なお、施設の設置目的に沿った市民の健康増進や施設利用者のニーズに応える、創意

工夫を凝らした新しいサービスの提案を求めます。現在行っているトレーニング講習に

ついては、継承することとします。 
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（２）その他 

   指定管理者に選定された場合でも、提案された自主事業の実施については、別途、教

育委員会事務局の承認が必要となります。 

 

１０ 施設命名権（ネーミングライツ）について 

指定管理期間に限り施設命名権（施設愛称）を行使する権限を付与します。指定管理者、

または第三者との契約による施設命名は問いません。但し、施設命名については、指定

管理者からの提案を受け、教育委員会事務局が適当と認めたものとします。 

 

１１ 指定管理者と市との責任分担、リスク分担 

指定管理業務に係る指定管理者と市の責任分担、リスク分担は、次に示す「責任分担、

リスク分担表」のとおりとします。 

なお、指定管理者と市の責任分担、リスク分担に疑義がある場合、又は責任分担、リ

スク分担表に定めのない責任が生じた場合は、協議のうえ決定するものとします。 

◆ 指定管理者と市との責任分担、リスク分担表 

項  目 指定管理者 丹波篠山市 

施設の維持管理・運営 ○  

施設の 

法的管理 

使用許可、許可の取消し ○  

目的外使用許可  ○ 

施設内設備、備品の維持管理 ○  

周辺住民・利用者等からの苦情・要望等対応 ○ 案件により対応 

管理施設の改造・増築・改築  ○ 

管理物件の 

修繕・更新※１ 

小規模（５０万円未満） ○  

大規模（５０万円以上）  ○ 

不可抗力（市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すこと

のできない自然的又は人為的な現象）に伴う施設、設備の

修復による経費の増加 

市への 

報告・応急対応 
○ 

自然災害時、防災拠点として利用する間等の業務停止によ

る運営リスク 
 ○ 

物価・金利変動に伴う経費の増 ○  

行政上の理由による事業変更等に伴う増加経費の負担  ○ 

法令の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす変更  ○ 

指定管理者に影響を及ぼす変更 ○  

税制の変更 施設管理、運営に影響を及ぼす変更  ○ 

上記以外の変更 ○  

支払遅延 指定管理者の責に帰すことのできない

理由により、市からの経費の支払遅延

によって生じた事由 

 ○ 
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上記の場合以外 ○  

書類の誤り 業務仕様書等、市が責任を持つ書類の

誤りによるもの 
 ○ 

事業計画書等、指定管理者が提案した

内容の誤りによるもの 
○  

利用者や第三者

への賠償 

施設の管理瑕疵に伴う損害賠償 ○  

施設の設置瑕疵に伴う損害賠償  ○ 

損害賠償保険（指定管理者の帰責事由に基づく損害賠償保

険） 
○  

施設保険（火災・建物共済等）  ○ 

事業終了時の費用（指定期間が終了した場合、又は期間途

中において業務を廃止した場合等における指定管理者の

撤収費用） 

○  

※１小規模と大規模の範囲については、先の修繕費等の取扱いを参照してください。 

１２ 管理業務に係る実施体制 

  職員は、公共施設の指定管理者としてその業務を行うにふさわしい資質を有する人格を 

 備えた者を適正に配置するとともに、利用者本位の運営を行い、常にサービスの向上に努

めることとします。 

（１）現在の運営体制  

◆ 総括責任者   １名（施設の総括、教育委員会との連絡調整）  

◆ 受付業務    ２名（事務全般） 

◆ 管理員業務   １名程度（施設管理） 

◆ 清掃業務    ２名程度（施設内外清掃、設備機器管理）※必要に応じて適宜配置 

    

（２）総括責任者の配置 

管理運営を実施するにあたり、総括責任者を 1 名配置すること。総括責任者は、スポー

ツセンターの専任とし、甲種防火対象物の防火管理者資格を有する者とします。 

  

（３）従業員の配置 

 １．各種業務における責任者を配置し、管理責任体制を明確にしてください。 

２．従業員の配置体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者

利者の要望に応えられるものしてください。 

３．現金収受を扱う業務は、必ず複数の者が点検する体制を整え、管理者が定期的に監視

できるようにしてください。 

４．従業員の資質を高めるために、定期的に研修を実施するとともに施設の管理運営に必

要な知識と技術の習得に努めることとしてください。 

５．地域と密着した関係を築き、市民のボランティア意識を高めることに努めてください。 

     

 (注) 職員の配置については事業計画書（様式２（４）③）に記入して下さい。 
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１３ 申請資格・条件 

（１）次の条件を満たす法人等であること。 

各施設の設置目的に即した管理運営業務を遂行する能力を有する法人等。 

 

（２）次のいずれかに該当する法人等は、申請することができません。 

（必要に応じて関係機関に事実関係の照会を行う場合があります。） 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者。 

② 会社更生法、民事再生法に基づく更生又は再生手続きを開始している者。 

③ 丹波篠山市から指名停止処分を受けている者。 

④ 市税、法人税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を滞納している者。 

⑤ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

 ６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者。 

⑥ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が⑤に

該当するもの。 

⑦ 法人であって、その役員のうちに⑤⑥のいずれかに該当する者があるもの。 

⑧ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を

支配する者。 

⑨ その者の親会社等（その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係のある

者）が⑤から⑧までのいずれかに該当する者。 

⑩ 指定管理候補者検討会委員、指定管理者選定委員会委員及び公募事務に関与した者

及びこれらの者と利害関係を有する者。 

⑪ 丹波篠山市及びその他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取

消しの日から５年を経過しない者。 

 

（３）グループ申請の場合の条件 

① 複数の法人等がグループを構成して応募する場合は、代表となる法人等を定めると 

 ともに構成団体は連帯して責任を負うこととして申請してください。 

② 同時に複数のグループの構成団体となることはできません。 

③ 単独で応募した法人等は、グループで応募する場合の構成団体となることはできま

せん。 

④ 代表となる法人等及びグループを構成する法人等の変更は原則として認めません。 

⑤ 代表となる法人等及びグループを構成する法人等が申請資格・条件（２）に該当す

る場合は申請できません。 

 

(注)グループで応募される場合は、「○○○共同事業体」の名称で応募いただき、構

成する法人等のうち、１者を代表者に指定してください。 

 

１４ 申請の手続き 
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（１）申請書類等の配布 

配布場所：「２０ 問い合わせ先」と同じ 

配布期間：令和７年１１月１７日（月）から令和７年１２月１７日（水）まで（土・

日・祝日を除く）午前９時００分から午後５時００分 

 

（２）申請書類 

以下に示す所定の様式を提出してください。なお、用紙の大きさは日本工業規格Ａ

４を基本としてください。副本は正本の複写で構いません。 

 

 提出書類 備考 
提出部数 

正 副 

１ 指定管理者指定申請書 様式１ １ ９ 

２ 事業計画書 様式２ １ ９ 

３ 経理的基盤及び技術的能力に関する事項を記載した書類 様式３ １ ９ 

４ 管理運営に係る収支予算書 様式４ １ ９ 

５ 質問票（質問がある場合） 様式５ 
別に記載 

６ 参加申込書（説明会に参加の場合） 様式６ 

７ 共同事業体協定書（グループ応募の場合） 様式７ １ ９ 

８ 自主事業提案書（提案ある場合） 様式８ １ ９ 

９ 法人又は団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類

する書類 

任意様式 １ ９ 

10 法人又は団体のパンフレット等 ある場合 １ ９ 

11 役員の氏名及びふりがな、住所及び略歴を記載した書類 任意 １ ９ 

12 応募書類を提出する日の属する事業年度の法人等の事業

計画書又はこれに類する書類 

任意様式 １ ９ 

13 ○法人にあっては、 

・法人の履歴事項全部証明書 

・丹波篠山市内に本社、支社、営業所等の事業所がある

場合は、本市で発行される市税の滞納がないことの証明 

・前年の法人税及び消費税及び地方消費税の納税証明書 

 １ ９ 

14 ○法人にあっては、 

・過去３年間の貸借対照表、損益計算書、収支決算書そ

の他経営内容を明らかにする書類 

○その他の団体にあっては、 

・応募書類を提出する日の属する事業年度の収支予算書

及び過去２か年の収支決算書 

任意様式 １ ９ 

  ※共同事業体にあっては構成する団体それぞれについて 13、14 の書類を提出のこと。 

 

（３）申請の受付 
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① 受付期間 令和７年１１月１７日（月）から令和７年１２月１７日（水）ま

で（土・日・祝日を除く）午前９時００分から午後５時００分 

※受付期間後は受け付けません。 

② 受付場所 「２０ 問い合わせ先」と同じです。 

※提出書類は必ず持参してください。郵送等による提出は受け付け

ません。 

  

 

（４）申請に関する留意事項 

① 接触の禁止 

指定管理候補者検討会委員、本件業務に従事する本件関係者に対して、本件申請に

関連しての接触を禁止します。接触の事実が認められた場合、失格になることがあり

ます。 

② 申請内容の変更禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。 

③ 虚偽の記載をした場合の取扱い 

申請書類の虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

④ 追加資料の提出等 

市が必要と認める場合には、追加資料の提出、ヒアリングの実施を求めることがあ

ります。 

⑤ 費用負担 

申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 

⑥ 申請書類の著作権 

申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理者の決定の公表

等に必要な場合は、申請書類の内容を無償で使用することができるものとします。 

⑦ 申請書類の取扱い 

申請書類は、理由の如何を問わず、返却しません。 

また、情報公開条例の規定に基づき、非公開とすべき箇所を除き、すべて情報公開

請求の対象となります。 

⑧ 事業計画書作成にあたっての留意点 

Ⅰ 取組実績等を踏まえてできるだけ具体的に記載してください。 

Ⅱ 業務の内容については「業務仕様書」を参照してください。 

Ⅲ 事業計画書に記載された内容について、提案内容どおりの実施を保障するもので

はありません。 

 

１５ 選定方法、評価項目等 

（１）指定管理候補者検討会（以下「検討会」という。）が、事業計画等申請内容について

の個別評価を行います。検討会は、丹波篠山市教育委員会社会教育部長、社会教育・

文化財課長及び外部委員５名を委員として構成します。 

（２）評価は、総合点を１００点とし、評価項目ごとに配点した評価表により行います。 
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（３）評価における基本的な評価の視点及び評価項目は表１のとおりとします。 

（４）検討会は、各委員の評価表をとりまとめた総合点の各申請者の比較表、その他選定

に必要な評価事項を記載した資料を基に、検討会における指定管理候補者の意見と

して指定管理候補者を丹波篠山市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）に推薦します。なお、申請が１団体のみであった場合でも検討会で評価を行い、

万が一管理を行う能力が欠けている場合は選定委員会への推薦をしません。 

（５）選定委員会は、委員長に副市長、副委員長に教育長、その他委員として３名の部長

級職員で構成し、検討会が推薦した申請者及び評価意見を尊重しながら審査を行い、

結果を教育委員会に報告します。その後、教育委員会が指定管理候補者を選定しま

す。 

（６）選定結果については、申請者全員に選定結果を通知するとともに、下記事項に

ついて公表します。 

Ⅰ 提案指定管理料 

Ⅱ 選定基準の評価項目と配点 

Ⅲ 全申請者の評価項目ごとの得点 

  

 表１選定基準 

指定の 

基準 
評価項目 評価の視点 配分 

１ 公 の 施

設 の 管 理

の 業 務 に

関 す る 計

画 が 管 理

の 業 務 の

適 正 か つ

確 実 な 実

施 の た め

に 適 切 な

も の で あ

ること 

①管理運営方針 
・公の施設としての設置目的への理解 

・市の管理運営方針との整合性 
10 

②市民サービスの向上に

つながる質の高い管理運

営に向けた取組み 

・市民の施設の平等な利用の確保 

10 

・利用促進方策 

・サービス向上を図るための具体的手

法及び期待される効果 

・利用者ニーズの把握 

・当該施設の管理運営体制（知識・経

験を有する人員等の配置計画、要望・

苦情等の対応体制、安全管理体制等 

・市の指示等への対応及び市・関係機

関等との連携体制の確保 

・休館日や開館時間等運営業務に関す

る新たな取組み 

③費用対効果の観点等か

ら、効率的な管理運営に

向けた取組み 

・水準を満たした上での安価な費用設

定 

・効率的な維持管理計画 5 

・収支計画の適格性、実現の可能性 

④危機管理体制の確保 

・災害等緊急時の対応 

・事故防止の取組み及び発生時の対応 
10 

・個人情報の保護、利用者からの苦情

対応体制、内部通報処理に関する対応 
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⑤その他、各施設の設置

目的、特性等に応じ、必

要と認める事項 

・地域団体等との連携方策等 5 

２ 公 の 施

設 の 管 理

の 業 務 を

適 正 か つ

確 実 に 実

施 す る た

め に 必 要

な 経 理 的

基 礎 及 び

技 術 的 能

力 を 有 す

る も の で

あること 

①申請団体の管理運営体

制 

・職員体制、採用計画等 

・公正労働基準の確保 

・人材の指導育成、研修体制 

10 

②申請団体の経理的基礎 

・団体の経営状況、財務体質、事業実

績 

・財務諸表に対する適正なチェック体

制・開示体制 

10 

③申請団体の技術的能

力、類似施設の運営実績 

・施設管理に係る技術的能力、類似施

設の良好な運営実績の有無 
10 

④その他、各施設の設置

目的、特性等に応じ、必

要と認める事項 

・障害者の雇用状況・雇用計画、男女

共同参画への取組、環境への配慮等社

会的価値への取組み等 

10 

３その他 

①提案価格 ・指定管理料 10 

②自主事業 
・内容、実施体制 

・収支計画等 
10 

 

１６ スケジュール（予定） 

募集の開始 令和７年１１月１７日（月） 

募集要項の配布期間 令和７年１１月１７日（月）～１２月１７日（水） 

応募書類の受付期間 令和７年１１月１７日（月）～１２月１７日（水） 

募集の終了 令和７年１２月１７日（水） 

指定管理候補者検討会による審査 令和７年１２月下旬予定 

指定管理者選定委員会による審査 令和７年１２月下旬予定 

選定結果の通知及び公表 令和７年１２月下旬予定 

市議会の議決、指定の告示・公表 令和８年２月予定 

協定の締結 令和８年３月 

業務の引継ぎ 令和８年３月 

管理の開始 令和８年４月１日（水） 

 

１７ 協定の締結及び協定案 

（１）協定書案は別紙のとおり 

（２）指定管理者の指定後にあっても、次の事項に該当する場合は、市はその指定を取消

し、協定を締結しないことがあります。 

① 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

② 財務状況等の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。 

③ 暴力団又は暴力団関係者（暴力団の構成員及び暴力団に協力し又は関与する等、

これと交わりをもつ者をいう。）と社会的に非難されるべき関係を有していること
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が判明するなど著しく社会的信用を損なうこと等により、指定管理者としてふさ

わしくないと認められるとき。 

④ 申請資格を喪失したとき。 

 

１８ 業務実施及び履行責任 

（１）事業計画書の作成及び提出 

指定管理者は、毎年度、教育委員会事務局が指定する期日までに次年度の事業計画

書を作成し、教育委員会事務局に提出するものとします。 

（２）事業報告書の作成及び提出 

指定管理者は、毎年度の終了後６０日以内に、丹波篠山総合スポーツセンターに関

する事業報告書を作成し、教育委員会事務局に提出するものとします。 

（３）業務報告の聴取等 

教育委員会事務局は指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し、

定期的に報告を求め、業務等の実施状況を確認するため、実地に調査し、又は必要な

指示をすることができるものとします。 

１９ その他 

（１）指定の取消 

教育委員会事務局の指示に従わないときや指定管理者の責めに帰すべき事由により

丹波篠山総合スポーツセンターの管理運営を継続できないと認めるときは、指定管理

者の指定の取消や業務の停止を命じることがあります。 

（２）疑義等についての協議 

業務の遂行に関し、定めがないとき又は疑義が生じたときは、市と指定管理者は誠

意をもって協議するものとします。 

（３）引継業務 

指定管理者は、教育委員会事務局の指示により業務開始までに事務引継ぎ及び各業務

の習得を行うものとします。 

なお、事務引継ぎ等にかかる費用については、指定管理者の負担とします。 

     また、指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なくスポーツセンターの管理

運営業務を遂行できるよう、適正な引継を行うものとします。 

 

２０ 問い合わせ先及び図面の閲覧 

 669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町 41 

丹波篠山市教育委員会事務局社会教育・文化財課 社会教育係 

 ＴＥＬ：０７９－５５２－５７６９（直通） 

 ＦＡＸ：０７９－５５２－８０１５ 

    E-mail：syakaikyoiku_div@city.sasayama.hyogo.jp 
 

（丹波篠山市ホームページ・アドレス） 

https://www.city.tambasasayama.hyogo.lg.jp/ 

 

https://www.city.tambasasayama.hyogo.lg.jp/


参考資料１

施設名 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

体育館 38,365 53,176 63,816 56,449

グラウンド（土） 36,184 51,270 63,884 67,937

人工芝グラウンド 35,463 33,656 56,423 38,109

テニスコート 106,182 132,667 127,806 121,244

武道場 19,259 22,857 26,702 28,362

トレーニング室 9,064 10,043 11,942 14,109

会議室（２室） 489 736 1,232 947

合計 245,006 304,405 351,805 327,157

前年度対比(人数) 11,456 59,399 47,400 △ 24,648

前年度対比(率) 104.91% 124.24% 115.57% 92.99%

丹波篠山総合スポーツセンター　年度別利用状況
（令和3～令和6年度）

施設の利用状況　

※共用使用　体育館・剣道場・柔道場・トレーニング室・人工芝グラウンド

※令和5年度の利用者増は全国伝統的建築物保存協議会総会や近畿インターハイ予選大
会などの大型集客があった。

※令和6年度の利用者減は前年度の大型集客イベントの反動により前年割れとなる。
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丹波篠山総合スポーツセンター　管理運営に関わる収支実績

（単位：千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

28,200 28,200 29,500 29,500

12,262 14,148 13,987 14,755

13,239 12,425 13,221 10,969

53,701 54,773 56,708 55,224

（単位：千円）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

22,691 25,883 26,716 29,830

83 99 71 195

水道 605 841 1,371 784

ガス 51 48 36 24

電気 4,478 6,167 5,663 5,305

その他水道光熱費 992 1,077 1,366 1,421

什器備品費 324 372 1,059 628

事務消耗品費 381 632 357 321

その他消耗品費 597 852 732 618

リース料 379 361 624 541

修繕費 438 905 768 1,772

広告宣伝費 160 211 91 203

管理費 4,690

保険料 145 351 216 242

委託料費 5,573 6,273 6,092 5,917

自主事業原価 6,445 5,948 5,598 5,151

その他経費 1,503 1,624 2,274 3,163

2,833 2,741 2,906 2,797

52,368 54,385 55,940 58,912

（単位：千円）

53,701 54,773 56,708 55,224

52,368 54,385 55,940 58,912

1,333 388 768 -3,688

0% 0% 0%

0 0 0 0

光熱費

事務費

管理費

【収支明細】

収入合計（Ａ）

支出合計（Ｂ）

収支差額（Ａ）－（Ｂ）

市への納付率及び額
（提案価格）

※本様式に自主事業に要する費用、収入は含めません。ただし、自主事業による収益金を施設管理費に充てる場合は
収入にその他収入の項目を設け備考欄に自主事業収益金充当と表示してください。

未払消費税

その他（　　　　　　　）

合　　計（Ｂ）

摘　要

人件費

旅費交通費

利用料金収入

その他収入

収入合計（Ａ）

○支出（管理に要する経費）

区　分
指定期間

指定管理料

管理運営に係る収支決算書
○収入

区　分
指定期間

摘　要

参考資料2
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4,
46
7,
73
3
4,
72
2,
36
0
4,
22
1,
99
4
13
,4
12
,0
87
4,
11
5,
13
5
4,
10
5,
83
9
6
,5
2
6
,8
3
6
1
4
,7
4
7
,8
1
0
2
8
,1
5
9
,8
9
7
5
4
,7
7
3
,8
4
3

37
2,
62
0
36
3,
36
1
33
1,
69
9
1,
06
7,
68
0

35
5,
95
7

35
9,
69
7
34
5,
78
1
1,
06
1,
43
6
2,
12
9,
11
6

35
7,
41
9
37
7,
78
9
33
7,
76
0
1,
07
2,
96
7
32
9,
21
1
32
8,
46
7
5
2
2
,1
4
7
1
,1
7
9
,8
2
5
2
,2
5
2
,7
9
2
4
,3
8
1
,9
0
7

○
支
出
(管
理
に
関
わ
る
経
費
)

４
月

５
月

６
月

第
１
四
半
期

７
月

８
月

９
月

第
２
四
半
期

上
期

１
０
月

１
１
月

１
２
月

第
３
四
半
期

１
月

２
月

３
月

第
４
四
半
期

下
期

年
間
合
計

2,
21
0,
45
1
2,
15
3,
8
34
2,
11
7,
47
3
6,
48
1,
75
8
2,
16
7,
89
6
2,
20
7,
49
8
2,
13
1,
86
0
6,
50
7,
25
4
12
,9
89
,0
12

2,
18
6,
91
1
2,
09
1,
39
5
2,
14
6,
36
5
6,
42
4,
67
1
2,
18
2,
03
8
2,
11
0,
27
5
2
,1
7
7
,1
7
2
6
,4
6
9
,4
8
5
1
2
,8
9
4
,1
5
6
2
5
,8
8
3
,1
6
8

80
0

7,
63
4

3
,1
1
2

11
,5
46

2,
24
0

38
0

6,
84
1

9,
46
1

21
,0
07

14
,6
32

20
,3
93

13
,2
02

48
,2
27

25
,1
84

92
0

3
,4
4
0

2
9
,5
4
4

7
7
,7
7
1

9
8
,7
7
8

水
　
道

33
,0
22

44
,5
72

43
,9
95

12
1,
58
9

58
,4
3
2

58
,4
32

76
,7
97

19
3,
66
1

31
5,
25
0

76
,1
97

50
,9
25

50
,3
47

17
7,
46
9

54
,9
67

54
,3
90

2
3
9
,2
6
1

3
4
8
,6
1
8

5
2
6
,0
8
7

8
4
1
,3
3
7

ガ
　
ス

3,
66
0

3,
15
5

4
,0
1
5

10
,8
30

4,
04
3

5,
47
8

4,
09
1

13
,6
12

24
,4
42

4,
70
0

3,
85
0

4,
51
9

13
,0
69

3,
98
4

4,
10
9

2
,7
9
4

1
0
,8
8
7

2
3
,9
5
6

4
8
,3
9
8

電
　
気

39
8,
17
7
36
6,
67
3
39
1,
22
3
1,
15
6,
07
3

0
1,
18
7,
59
0
75
6,
17
3
1,
94
3,
76
3
3,
09
9,
83
6

58
8,
31
3
54
2,
23
4
58
4,
93
7
1,
71
5,
48
4
51
3,
42
5
42
4,
67
3
4
1
3
,9
4
7
1
,3
5
2
,0
4
5
3
,0
6
7
,5
2
9
6
,1
6
7
,3
6
5

そ
の
他
水
道
光
熱
費

12
2,
82
9

9,
99
5

7
,8
4
9

14
0,
67
3

11
,1
2
0

8,
32
3

3,
80
8

23
,2
51

16
3,
92
4

14
,0
58

12
,5
24

30
2,
37
0

32
8,
95
2

16
,0
11

27
6,
21
0
2
9
1
,5
1
2

5
8
3
,7
3
3

9
1
2
,6
8
5
1
,0
7
6
,6
0
9

什
器
備
品
費

14
,0
87

15
,8
36

92
,8
30

12
2,
75
3

6,
26
7

18
,8
53

12
9,
54
3

15
4,
66
3

27
7,
41
6

2,
81
2

3,
25
2

47
,5
10

53
,5
74

14
,3
20

13
,2
61

1
3
,7
4
2

4
1
,3
2
3

9
4
,8
9
7

3
7
2
,3
1
3

事
務
消
耗
品
費

65
,5
45

11
,9
52

17
,9
90

95
,4
87

11
1,
47
3

22
,7
57

18
,1
93

15
2,
42
3

24
7,
91
0

31
,3
83

13
3,
42
3

91
,9
69

25
6,
77
5

20
,7
99

26
,3
79

7
9
,6
5
0

1
2
6
,8
2
8

3
8
3
,6
0
3

6
3
1
,5
1
3

そ
の
他
消
耗
品

61
,2
30

60
,8
18

44
,7
04

16
6,
75
2

16
,3
1
5

24
,0
53

15
1,
89
5

19
2,
26
3

35
9,
01
5

9,
78
8

27
,0
02

45
,9
32

82
,7
22

14
7,
50
6

77
,8
44

1
8
5
,2
6
0

4
1
0
,6
1
0

4
9
3
,3
3
2

8
5
2
,3
4
7

リ
ー
ス
料

36
,7
90

29
,5
52

29
,5
52

95
,8
94

29
,5
8
9

27
,5
32

27
,5
32

84
,6
53

18
0,
54
7

27
,5
32

30
,2
38

31
,9
35

89
,7
05

30
,2
38

30
,2
38

3
0
,2
3
8

9
0
,7
1
4

1
8
0
,4
1
9

3
6
0
,9
6
6

修
繕
費

14
6,
94
1

47
,9
56

21
,8
98

21
6,
79
5

77
,8
7
8

78
,6
52

11
3,
16
0

26
9,
69
0

48
6,
48
5

0
38
3,
80
1

0
38
3,
80
1

34
,3
17

0
0

3
4
,3
1
7

4
1
8
,1
1
8

9
0
4
,6
0
3

広
告
宣
伝
費

2,
30
9

22
,9
43

11
,0
29

36
,2
81

0
27
,8
92

0
27
,8
92

64
,1
73

3,
60
6

88
0

7,
59
5

12
,0
81

13
,7
46

10
8,
43
0

1
2
,2
1
8

1
3
4
,3
9
4

1
4
6
,4
7
5

2
1
0
,6
4
8

保
険
料

10
8,
97
5

19
,8
98

19
,8
98

14
8,
77
1

40
,2
0
8

19
,8
98

19
,8
98

80
,0
04

22
8,
77
5

23
,0
20

19
,8
07

19
,7
60

62
,5
87

19
,7
60

19
,7
60

1
9
,7
6
0

5
9
,2
8
0

1
2
1
,8
6
7

3
5
0
,6
4
2

委
託
費

40
6,
06
5
40
6,
06
5
40
6,
06
5
1,
21
8,
19
5

40
6,
06
5

40
6,
06
5
1,
10
6,
06
5
1,
91
8,
19
5
3,
13
6,
39
0

40
6,
06
5
40
6,
06
5
40
6,
06
5
1,
21
8,
19
5
40
6,
06
5
40
6,
06
5
1
,1
0
6
,2
8
5
1
,9
1
8
,4
1
5
3
,1
3
6
,6
1
0
6
,2
7
3
,0
0
0

51
9,
77
4
47
8,
72
4
46
8,
02
8
1,
46
6,
52
6

44
0,
89
8

52
8,
23
8
43
1,
56
9
1,
40
0,
70
5
2,
86
7,
23
1

45
7,
00
3
64
3,
17
8
46
4,
12
0
1,
56
4,
30
1
52
5,
61
6
42
6,
54
1
5
6
4
,7
3
5
1
,5
1
6
,8
9
2
3
,0
8
1
,1
9
3
5
,9
4
8
,4
2
4

11
3,
36
1
12
1,
69
3
11
4,
68
9

34
9,
74
3

13
7,
08
3

15
0,
74
2
12
3,
73
2

41
1,
55
7

76
1,
30
0

12
7,
63
1
10
8,
20
3
11
8,
36
7

35
4,
20
1
15
1,
72
1
11
6,
63
8
2
3
9
,6
7
5

5
0
8
,0
3
4

8
6
2
,2
3
5
1
,6
2
3
,5
3
5

25
9,
21
8
27
6,
06
5
22
6,
19
6

76
1,
47
9

29
1,
08
2

17
9,
85
7
12
7,
89
8

59
8,
83
7
1,
36
0,
31
6

24
9,
65
6
21
9,
43
2
19
3,
02
7

66
2,
11
5
20
0,
79
2
20
6,
07
6
3
1
2
,2
0
6

7
1
9
,0
7
4
1
,3
8
1
,1
8
9
2
,7
4
1
,5
0
5

4,
50
3,
23
4
4,
07
7,
3
65
4,
02
0,
54
6
1
2,
6
01
,1
4
5
3,
80
0,
58
9
4,
95
2,
24
0
5,
22
9,
05
5
13
,9
81
,8
84
26
,5
83
,0
29

4,
22
3,
30
7
4,
69
6,
60
2
4,
52
8,
02
0
13
,4
47
,9
29
4,
36
0,
48
9
4,
30
1,
80
9
5
,6
9
1
,8
9
5
1
4
,3
5
4
,1
9
3
2
7
,8
0
2
,1
2
2
5
4
,3
8
5
,1
5
1

○
収
支
差
額
(A
)-
(B
)

４
月

５
月

６
月

第
１
四
半
期

７
月

８
月

９
月

第
２
四
半
期

上
期

１
０
月

１
１
月

１
２
月

第
３
四
半
期

１
月

２
月

３
月

第
４
四
半
期

下
期

年
間
合
計

15
4,
51
6
46
4,
64
7
12
5,
68
6

74
4,
84
9

64
8,
87
8

-4
56
,0
23
-9
06
,7
87

-7
13
,9
32

30
,9
17

24
4,
42
6

25
,7
58
-3
06
,0
26

-3
5,
84
2
-2
45
,3
54
-1
95
,9
70

8
3
4
,9
4
1

3
9
3
,6
1
7

3
5
7
,7
7
5

3
8
8
,6
9
2

参
考
資
料
2
-
2

項
目

合
計
(B
)

収
支
差
額
(A
)-
(B
)

自
主
事
業
原
価

そ
の
他
経
費

支
払
い
消
費
税

項
目

管
理
費

人
件
費

旅
費
交
通
費

光
熱
費

事
務
費

項
目

指
定
管
理
料

利
用
料
金
収
入

そ
の
他
収
入

合
計
(A
)



3
20
23
年
度
　
　
丹
波
篠
山
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
　
管
理
運
営
に
関
わ
る
収
支
報
告

令
和
5年

度
（2
02
3年

度
）

○
収
入

４
月

５
月

６
月

第
１
四
半
期

７
月

８
月

９
月

第
２
四
半
期

上
期

１
０
月

１
１
月

１
２
月

第
３
四
半
期

１
月

２
月

３
月

第
４
四
半
期

下
期

年
間
合
計

2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
4
50
,0
0
0
7,
3
50
,0
0
0
2,
4
50
,0
0
0

2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
7,
35
0,
00
0
14
,7
00
,0
00

2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
7,
35
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0

2
,5
5
0
,0
0
0
7
,4
5
0
,0
0
0
1
4
,8
0
0
,0
0
0
2
9
,5
0
0
,0
0
0

1,
34
6,
50
0
1,
43
9,
20
0
1,
2
65
,5
5
0
4,
0
51
,2
5
0
1,
2
68
,9
5
0

1,
83
1,
85
0
1,
44
5,
50
0
4,
54
6,
30
0
8,
59
7,
55
0
1,
37
5,
60
0
1,
36
0,
00
0
1,
16
4,
30
0
3,
89
9,
90
0
97
3,
95
0
1,
01
8,
50
0

1
,4
7
0
,9
5
0
3
,4
6
3
,4
0
0
7
,3
6
3
,3
0
0
1
5
,9
6
0
,8
5
0

68
4,
47
6
85
8,
41
3
9
61
,9
4
5
2,
5
04
,8
3
4

9
44
,9
4
8

91
9,
36
8
1,
25
2,
13
1
3,
11
6,
44
7
5,
62
1,
28
1

98
5,
71
2
87
1,
12
0
91
6,
02
1
2,
77
2,
85
3
1,
12
0,
01
6
81
7,
85
4

9
1
5
,6
8
5
2
,8
5
3
,5
5
5
5
,6
2
6
,4
0
8
1
1
,2
4
7
,6
8
9

4,
48
0,
97
6
4,
74
7,
61
3
4,
6
77
,4
9
5
13
,9
06
,0
84

4,
6
63
,8
9
8

5,
20
1,
21
8
5,
14
7,
63
1
15
,0
12
,7
47
28
,9
18
,8
31

4,
81
1,
31
2
4,
68
1,
12
0
4,
53
0,
32
1
14
,0
22
,7
53
4,
54
3,
96
6
4,
28
6,
35
4

4
,9
3
6
,6
3
5
1
3
,7
6
6
,9
5
5
2
7
,7
8
9
,7
0
8
5
6
,7
0
8
,5
3
9

35
8,
47
8
37
9,
80
9
3
74
,2
0
0
1,
1
12
,4
8
7

3
73
,1
1
2

41
6,
09
7
41
1,
81
0
1,
20
1,
02
0
2,
31
3,
50
6

38
4,
90
5
37
4,
49
0
36
2,
42
6
1,
12
1,
82
0
36
3,
51
7
34
2,
90
8

3
9
4
,9
3
1
1
,1
0
1
,3
5
6
2
,2
2
3
,1
7
7
4
,5
3
6
,6
8
3

○
支
出
(管
理
に
関
わ
る
経
費
)

４
月

５
月

６
月

第
１
四
半
期

７
月

８
月

９
月

第
２
四
半
期

上
期

１
０
月

１
１
月

１
２
月

第
３
四
半
期

１
月

２
月

３
月

第
４
四
半
期

下
期

年
間
合
計

2,
47
9,
37
8
2,
07
6,
93
3
2,
1
26
,6
4
3
6,
6
82
,9
5
4
2,
1
21
,9
6
3

2,
04
9,
40
8
2,
18
8,
89
4
6,
36
0,
26
5
13
,0
43
,2
19

2,
22
3,
84
5
2,
19
3,
48
8
2,
21
5,
72
7
6,
63
3,
06
0
2,
22
7,
36
9
2,
33
7,
23
9

2
,4
7
5
,1
5
1
7
,0
3
9
,7
5
9
1
3
,6
7
2
,8
1
9
2
6
,7
1
6
,0
3
8

4,
74
0

3,
02
1

4,
52
2

12
,2
83

96
0

96
0

5,
49
1

7,
41
1

19
,6
94

4,
48
0

4,
78
1

5,
68
0

14
,9
41

19
,8
63

14
,1
73

2
,6
8
0

3
6
,7
1
6

5
1
,6
5
7

7
1
,3
5
1

水
　
道

0
20
2,
81
3

97
,7
79

3
00
,5
9
2

22
,5
99

86
,3
89

35
1,
96
7

46
0,
95
5

76
1,
54
7

35
1,
96
7
-8
0,
89
4
22
0,
67
7

49
1,
75
0

57
,8
55

36
,7
40

2
2
,8
8
0

1
1
7
,4
7
5

6
0
9
,2
2
5
1
,3
7
0
,7
7
2

ガ
　
ス

3,
33
0

2,
97
9

2,
65
0

8,
95
9

2,
92
6

3,
45
6

3,
94
4

10
,3
26

19
,2
85

3,
34
0

3,
30
6

3,
11
6

9,
76
2

2,
30
1

2,
30
2

2
,5
7
4

7
,1
7
7

1
6
,9
3
9

3
6
,2
2
4

電
　
気

35
2,
47
1
45
9,
78
2
4
48
,3
0
0
1,
2
60
,5
5
3

4
57
,0
7
8

63
7,
67
2
66
0,
65
5
1,
75
5,
40
5
3,
01
5,
95
8

58
1,
41
8
40
8,
22
1
43
7,
80
7
1,
42
7,
44
6
39
6,
73
0
41
4,
46
1

4
0
7
,9
2
7
1
,2
1
9
,1
1
8
2
,6
4
6
,5
6
4
5
,6
6
2
,5
2
2

そ
の
他
水
道
光
熱
費

20
8,
57
7

4,
43
5

10
,6
92

2
23
,7
0
4

7,
80
3

8,
94
0

14
,0
06

30
,7
49

25
4,
45
3

11
,3
54

5,
29
9
21
9,
17
9

23
5,
83
2
21
3,
55
2
38
2,
24
1

2
8
0
,6
5
5

8
7
6
,4
4
8
1
,1
1
2
,2
8
0
1
,3
6
6
,7
3
3

什
器
備
品
費

22
,7
83

24
,3
10

3
62
,1
0
0

4
09
,1
9
3

18
,4
75

51
,0
86

94
,6
36

16
4,
19
7

57
3,
39
0

30
,4
55

57
,1
20

2,
82
7

90
,4
02

20
3,
59
3

98
,5
07

9
3
,3
9
7

3
9
5
,4
9
7

4
8
5
,8
9
9
1
,0
5
9
,2
8
9

事
務
消
耗
品
費

28
,9
59

33
,3
90

23
,1
28

85
,4
77

86
,1
12

13
,0
95

39
,0
63

13
8,
27
0

22
3,
74
7

31
,1
78

10
,2
42

51
,8
07

93
,2
27

11
,9
42

17
,4
08

1
0
,3
4
1

3
9
,6
9
1

1
3
2
,9
1
8

3
5
6
,6
6
5

そ
の
他
消
耗
品

39
,2
62

82
,8
01

46
,8
53

1
68
,9
1
6

28
,4
44

26
,9
86

42
,8
85

98
,3
15

26
7,
23
1

13
8,
40
7

13
,5
60

66
,8
61

21
8,
82
8

9,
91
1

21
,8
85

2
1
4
,2
1
1

2
4
6
,0
0
7

4
6
4
,8
3
5

7
3
2
,0
6
6

リ
ー
ス
料

10
8,
55
8

30
,2
38

30
,2
38

1
69
,0
3
4

32
,2
95

30
,2
38

30
,2
38

92
,7
71

26
1,
80
5

30
,2
38

30
,2
38

57
,6
84

11
8,
16
0

52
,0
62

93
,7
74

9
8
,3
4
6

2
4
4
,1
8
2

3
6
2
,3
4
2

6
2
4
,1
4
7

修
繕
費

10
4,
24
5

42
,0
12

1
65
,0
9
6

3
11
,3
5
3

52
,2
74

74
,0
95

0
12
6,
36
9

43
7,
72
2

14
,3
00

0
0

14
,3
00

21
8,
35
0

97
,7
46

0
3
1
6
,0
9
6

3
3
0
,3
9
6

7
6
8
,1
1
8

広
告
宣
伝
費

9,
04
1

1,
54
0

4,
19
2

14
,7
73

6,
69
9

10
,3
14

81
2

17
,8
25

32
,5
98

0
11
,2
23

14
,3
14

25
,5
37

0
33
0

3
2
,1
6
0

3
2
,4
9
0

5
8
,0
2
7

9
0
,6
2
5

保
険
料

85
,1
45

11
,5
00

11
,5
00

1
08
,1
4
5

11
,5
00

11
,5
00

11
,5
00

34
,5
00

14
2,
64
5

11
,5
00

15
,3
83

11
,5
00

38
,3
83

11
,5
00

11
,5
00

1
1
,5
0
0

3
4
,5
0
0

7
2
,8
8
3

2
1
5
,5
2
8

委
託
費

40
6,
06
5
22
4,
56
5
4
06
,0
6
5
1,
0
36
,6
9
5

4
06
,0
6
5

40
6,
06
5
1,
10
6,
06
5
1,
91
8,
19
5
2,
95
4,
89
0

40
6,
06
5
40
6,
06
5
40
6,
06
5
1,
21
8,
19
5
40
6,
06
5
40
6,
06
5

1
,1
0
6
,2
8
5
1
,9
1
8
,4
1
5
3
,1
3
6
,6
1
0
6
,0
9
1
,5
0
0

47
8,
61
2
43
0,
62
3
4
85
,7
8
0
1,
3
95
,0
1
5

3
88
,7
2
8

39
6,
75
3
55
9,
72
6
1,
34
5,
20
7
2,
74
0,
22
2

45
9,
39
5
50
0,
60
6
46
7,
05
1
1,
42
7,
05
2
53
1,
79
0
44
0,
00
2

4
5
9
,2
6
7
1
,4
3
1
,0
5
9
2
,8
5
8
,1
1
1
5
,5
9
8
,3
3
3

31
3,
14
0
17
4,
00
5
1
65
,3
5
4

6
52
,4
9
9

1
62
,9
2
0

25
5,
52
7
16
0,
60
6

57
9,
05
3
1,
23
1,
55
2

20
7,
15
7
16
3,
41
3
16
8,
27
9

53
8,
84
9
17
1,
64
4
16
6,
35
2

1
6
5
,2
1
4

5
0
3
,2
1
0
1
,0
4
2
,0
5
9
2
,2
7
3
,6
1
1

22
2,
62
6
29
9,
92
7
2
30
,1
6
5

7
52
,7
1
8

2
82
,1
7
4

30
1,
20
8
19
8,
62
9

78
2,
01
1
1,
53
4,
72
9

24
0,
67
2
29
5,
99
9
22
8,
19
3

76
4,
86
4
21
3,
47
9
19
9,
77
3

1
9
3
,5
8
1

6
0
6
,8
3
3
1
,3
7
1
,6
9
7
2
,9
0
6
,4
2
6

4,
86
6,
93
2
4,
10
4,
87
4
4,
6
21
,0
5
7
13
,5
92
,8
63

4,
0
89
,0
1
5

4,
36
3,
69
2
5,
46
9,
11
7
13
,9
21
,8
24
27
,5
14
,6
87

4,
74
5,
77
1
4,
03
8,
05
0
4,
57
6,
76
7
13
,3
60
,5
88
4,
74
8,
00
6
4,
74
0,
49
8

5
,5
7
6
,1
6
9
1
5
,0
6
4
,6
7
3
2
8
,4
2
5
,2
6
1
5
5
,9
3
9
,9
4
8

○
収
支
差
額
(A
)-
(B
)

４
月

５
月

６
月

第
１
四
半
期

７
月

８
月

９
月

第
２
四
半
期

上
期

１
０
月

１
１
月

１
２
月

第
３
四
半
期

１
月

２
月

３
月

第
４
四
半
期

下
期

年
間
合
計

-3
85
,9
56

64
2,
73
9

56
,4
38

3
13
,2
2
1

5
74
,8
8
3

83
7,
52
6
-3
21
,4
86

1,
09
0,
92
3
1,
40
4,
14
4

65
,5
41

64
3,
07
0
-4
6,
44
6

66
2,
16
5
-2
04
,0
40
-4
54
,1
44

-
6
3
9
,5
3
4
-
1
,2
9
7
,7
1
8
-
6
3
5
,5
5
3

7
6
8
,5
9
1

管
理
費

参
考
資
料
2
-
3

合
計
(B
)

収
支
差
額
(A
)-
(B
)

光
熱
費

項
目

指
定
管
理
料

利
用
料
金
収
入

そ
の
他
収
入

合
計
(A
)

項
目

人
件
費

旅
費
交
通
費

事
務
費

そ
の
他
経
費

自
主
事
業
原
価

支
払
い
消
費
税

項
目



3
20
24
年
度
(令
和
6年

度
)　
　
丹
波
篠
山
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
　
管
理
運
営
に
関
わ
る
収
支
報
告

令
和
6年

度
（2
02
4年

度
）

○
収
入

４
月

５
月

６
月

第
１
四
半
期

７
月

８
月

９
月

第
２
四
半
期

上
期

１
０
月

１
１
月

１
２
月

第
３
四
半
期

１
月

２
月

３
月

第
４
四
半
期

下
期

年
間
合
計

2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
7,
35
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
7,
35
0,
00
0
14
,7
00
,0
00

2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
7,
35
0,
00
0
2,
45
0,
00
0
2,
45
0
,0
0
0
2
,5
5
0
,0
0
0
7
,4
5
0
,0
0
0
1
4
,8
0
0
,0
0
0
2
9
,5
0
0
,0
0
0

1,
35
8,
05
0
1,
32
1,
75
0
1,
10
0,
40
0
3,
78
0,
20
0
1,
36
3,
10
0
1,
56
9,
35
0
1,
36
9,
70
0
4,
30
2,
15
0
8,
08
2,
35
0
1,
23
0,
80
0
1,
30
3,
75
0
1,
03
2,
20
0
3,
56
6,
75
0

89
1,
00
0

89
6
,8
5
0
1
,3
1
8
,8
5
0
3
,1
0
6
,7
0
0
6
,6
7
3
,4
5
0
1
4
,7
5
5
,8
0
0

75
3,
66
7
1,
02
3,
20
2
1,
00
0,
05
9
2,
77
6,
92
8

94
1,
50
2

90
5,
57
4
1,
07
7,
22
5
2,
92
4,
30
1
5,
70
1,
22
9

83
0,
22
7

88
2,
68
8

86
8,
78
3
2,
58
1,
69
8

74
0,
90
3

78
1
,8
7
2
1
,1
6
3
,3
2
1
2
,6
8
6
,0
9
6
5
,2
6
7
,7
9
4
1
0
,9
6
9
,0
2
3

4,
56
1,
71
7
4,
79
4,
95
2
4,
55
0,
45
9
13
,9
07
,1
28

4,
75
4,
60
2
4,
92
4,
92
4
4,
89
6,
92
5
14
,5
76
,4
51
28
,4
83
,5
79

4,
51
1,
02
7
4,
63
6,
43
8
4,
35
0,
98
3
13
,4
98
,4
48

4,
08
1,
90
3
4,
12
8
,7
2
2
5
,0
3
2
,1
7
1
1
3
,2
4
2
,7
9
6
2
6
,7
4
1
,2
4
4
5
5
,2
2
4
,8
2
3

35
8,
47
8

37
9,
80
9

37
4
,2
00

1,
11
2,
48
7

37
3,
11
2

41
6,
09
7

41
1,
81
0
1,
20
1,
02
0
2,
31
3,
50
6

38
4,
90
5

37
4,
49
0

36
2,
42
6
1,
12
1,
82
0

36
3,
51
7

34
2
,9
0
8

3
9
4
,9
3
1
1
,1
0
1
,3
5
6
2
,2
2
3
,1
7
7
4
,5
3
6
,6
8
3

○
支
出
(管
理
に
関
わ
る
経
費
)

４
月

５
月

６
月

第
１
四
半
期

７
月

８
月

９
月

第
２
四
半
期

上
期

１
０
月

１
１
月

１
２
月

第
３
四
半
期

１
月

２
月

３
月

第
４
四
半
期

下
期

年
間
合
計

2,
36
2,
38
5
2,
27
2,
62
2
2,
41
5,
42
0
7,
05
0,
42
7
2,
44
2,
85
8
2,
52
9,
32
5
2,
53
4,
04
1
7,
50
6,
22
4
14
,5
56
,6
51

2,
43
1,
84
6
2,
53
7,
97
3
2,
57
1,
04
8
7,
54
0,
86
7
2,
52
8,
96
1
2,
58
6
,4
3
7
2
,6
1
6
,7
8
9
7
,7
3
2
,1
8
7
1
5
,2
7
3
,0
5
4
2
9
,8
2
9
,7
0
5

3,
80
1

5,
77
1

16
6
,9
62

17
6,
53
4

3
,1
60

0
0

3,
16
0

17
9,
69
4

3,
93
0

0
3,
16
0

7,
09
0

0
6
,6
6
1

1
,5
8
0

8
,2
4
1

1
5
,3
3
1

1
9
5
,0
2
5

水
　
道

43
,9
95

54
,3
90

54
,3
90

15
2,
77
5

6
2,
47
5

62
,4
75

95
,3
81

22
0,
33
1

37
3,
10
6

95
,3
81

82
,1
92

81
,5
91

25
9,
16
4

53
,2
33

52
,6
5
7

4
5
,7
2
7

1
5
1
,6
1
7

4
1
0
,7
8
1

7
8
3
,8
8
7

ガ
　
ス

2,
03
3

2,
59
3

2
,3
21

6
,9
47

3
,1
72

2,
91
3

4,
09
6

10
,1
81

17
,1
28

0
0

3,
40
2

3,
40
2

3,
45
0

0
0

3
,4
5
0

6
,8
5
2

2
3
,9
8
0

電
　
気

40
6,
59
6

30
8,
47
1

31
5
,0
79

1,
03
0,
14
6

40
5,
73
4

61
2,
67
7

61
8,
52
1
1,
63
6,
93
2
2,
66
7,
07
8

55
1,
94
7

34
2,
10
7

39
0,
08
0
1,
28
4,
13
4

44
5,
23
6

45
6
,8
4
5

4
5
1
,7
0
0
1
,3
5
3
,7
8
1
2
,6
3
7
,9
1
5
5
,3
0
4
,9
9
3

そ
の
他
水
道
光
熱
費

15
,2
97

6,
78
2

27
,2
94

4
9,
37
3

0
34
,8
55

21
,8
32

56
,6
87

10
6,
06
0

8,
04
5

20
,7
80

20
5,
28
9

23
4,
11
4

42
0,
96
8

24
3
,8
3
3

4
1
6
,2
7
4
1
,0
8
1
,0
7
5
1
,3
1
5
,1
8
9
1
,4
2
1
,2
4
9

什
器
備
品
費

7,
82
1

25
,1
82

18
3
,4
09

21
6,
41
2

24
4,
31
1

41
,5
88

6,
38
5

29
2,
28
4

50
8,
69
6

35
,8
67

7,
70
4

51
,8
48

95
,4
19

2,
82
7

13
,2
5
6

8
,1
7
1

2
4
,2
5
4

1
1
9
,6
7
3

6
2
8
,3
6
9

事
務
消
耗
品
費

22
,8
74

19
,8
43

13
,3
11

5
6,
02
8

9
8,
39
5

14
,2
69

9,
94
7

12
2,
61
1

17
8,
63
9

13
,2
66

23
,6
95

16
,5
24

53
,4
85

18
,8
36

12
,8
1
5

5
7
,3
6
1

8
9
,0
1
2

1
4
2
,4
9
7

3
2
1
,1
3
6

そ
の
他
消
耗
品

51
,0
86

28
,2
15

11
9
,0
27

19
8,
32
8

6
1,
00
1

42
,7
13

14
7,
53
6

25
1,
25
0

44
9,
57
8

33
,3
06

18
,1
58

25
,3
51

76
,8
15

17
,5
08

32
,3
4
8

4
1
,3
5
1

9
1
,2
0
7

1
6
8
,0
2
2

6
1
7
,6
0
0

リ
ー
ス
料

77
,7
92

35
,6
72

35
,6
72

14
9,
13
6

4
2,
16
2

42
,1
62

45
,0
66

12
9,
39
0

27
8,
52
6

45
,0
66

43
,2
29

43
,0
31

13
1,
32
6

45
,3
30

43
,0
3
1

4
3
,0
3
1

1
3
1
,3
9
2

2
6
2
,7
1
8

5
4
1
,2
4
4

修
繕
費

24
8

99
,0
00

2
,7
28

10
1,
97
6

1
8,
28
2

71
,4
00

13
2,
00
0

22
1,
68
2

32
3,
65
8

46
9,
06
0

0
86
3,
00
0
1,
33
2,
06
0

10
4,
50
0

11
,9
0
8

0
1
1
6
,4
0
8
1
,4
4
8
,4
6
8
1
,7
7
2
,1
2
6

広
告
宣
伝
費

77
0

9,
56
4

12
,3
19

2
2,
65
3

1
0,
44
0

2,
37
8

80
6

13
,6
24

36
,2
77

0
10
,1
72

9,
96
0

20
,1
32

15
,2
78

53
,2
2
1

7
8
,5
3
0

1
4
7
,0
2
9

1
6
7
,1
6
1

2
0
3
,4
3
8

保
険
料

92
,1
72

14
,8
55

14
,8
37

12
1,
86
4

2
,4
52

11
,8
75

12
,4
72

26
,7
99

14
8,
66
3

33
,8
38

11
,9
52

11
,9
52

57
,7
42

11
,9
52

11
,9
5
2

1
1
,9
5
2

3
5
,8
5
6

9
3
,5
9
8

2
4
2
,2
6
1

委
託
費

22
4,
56
5

41
2,
55
5

40
6
,0
65

1,
04
3,
18
5

40
6,
06
5
1,
10
6,
06
5

40
6,
06
5
1,
91
8,
19
5
2,
96
1,
38
0

40
6,
06
5

40
6,
06
5

40
6,
06
5
1,
21
8,
19
5

40
6,
06
5

40
6
,0
6
5

9
2
4
,7
8
5
1
,7
3
6
,9
1
5
2
,9
5
5
,1
1
0
5
,9
1
6
,4
9
0

41
0,
13
3

75
1,
58
4

39
5
,3
93

1,
55
7,
11
0

41
4,
03
2

42
1,
83
2

39
6,
50
1
1,
23
2,
36
5
2,
78
9,
47
5

37
9,
73
2

44
0,
16
8

38
3,
34
5
1,
20
3,
24
5

34
6,
72
8

38
9
,7
1
2

4
2
1
,4
0
0
1
,1
5
7
,8
4
0
2
,3
6
1
,0
8
5
5
,1
5
0
,5
6
0

90
4,
78
3

19
4,
21
3

19
5
,3
16

1,
29
4,
31
2

31
9,
93
4

17
8,
91
0

19
5,
27
0

69
4,
11
4
1,
98
8,
42
6

21
4,
64
5

19
0,
37
7

18
5,
89
2

59
0,
91
4

19
7,
99
1

19
3
,6
3
8

1
9
2
,4
8
3

5
8
4
,1
1
2
1
,1
7
5
,0
2
6
3
,1
6
3
,4
5
2

25
6,
67
7

26
7,
29
0

25
5
,2
81

77
9,
24
8

25
2,
71
9

21
1,
29
1

26
5,
31
3

72
9,
32
3
1,
50
8,
57
1

21
6,
28
6

28
8,
27
6

16
0,
28
3

66
4,
84
5

19
1,
35
2

21
0
,8
0
9

2
2
1
,3
8
3

6
2
3
,5
4
4
1
,2
8
8
,3
8
9
2
,7
9
6
,9
6
0

4,
88
3,
02
8
4,
50
8,
60
2
4,
61
4,
82
4
14
,0
06
,4
54

4,
78
7,
19
2
5,
38
6,
72
8
4,
89
1,
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○丹波篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 

平成１６年１０月１８日 

条例第３５号 

改正 平成１８年６月３０日条例第３８号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定

の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の募集） 

第２条 市長は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、次

に掲げる事項を公示して指定管理者になろうとする法人その他の団体（以下

「団体」という。）を公募しなければならない。 

(1) 当該施設の概要 

(2) 選定の基準 

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間 

(5) 申請の方法 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（指定管理者の指定の申請） 

第３条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところによ

り、管理を行おうとする公の施設を管理する市長に申請しなければならない。 

（指定管理者の指定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれに

も該当する団体のうちから指定管理者の候補者（以下「指定管理候補者」と

いう。）を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

(1) 公の施設の管理の業務に関する計画が管理の業務の適正かつ確実な実

施のために適切なものであること。 

(2) 公の施設の管理の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的

基礎及び技術的能力を有するものであること。 

(3) その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であると

して市長が別に定める基準に適合するものであること。 

２ 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければなら

ない。 

（指定管理候補者の選定の特例） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前３条に規定する手

続によらず、公の施設の設置の目的を効果的に達成することができると認め
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る団体を指定管理候補者として選定することができる。 

(1) 第３条の規定による申請がなかったとき。 

(2) 前条の審査を行った結果、指定管理候補者となるべき団体がなかったと

き。 

(3) 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定すること

が不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。 

(4) 当該施設の設置目的、性格及び業務の性質等から特定の団体に管理させ

ることが、当該施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。 

(5) 当該施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときそ

の他公募を行わないことについて特別の理由があるとき。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体

に対し、第３条に規定する書類の提出を求め、前条第１項各号に定める基準

に照らして総合的に判断するものとする。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第６条 指定管理者は、毎年度終了後６０日以内に、公の施設に関する次に掲

げる事項のうち市長が必要と認める事項を記載した事業報告書を作成し、市

長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第８条第１項の

規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して３

０日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならな

い。 

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況 

(2) 使用又は利用に係る料金の収入の実績 

(3) 管理に係る経費の収支状況 

(4) 前３号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものと

して規則に定める事項 

（業務報告の聴取等） 

第７条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、管

理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、

実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。 

（指定の取消し等） 

第８条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者

の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することがで

きないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務

の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若

しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長



はその賠償の責めを負わない。 

（教育委員会所管の公の施設への適用） 

第９条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、

第２条から前条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第３条

及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に他の条例の規定によりした指定、その他の行為は、

それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。 

附 則（平成１８年６月３０日条例第３８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の篠山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に募集又は選定する指

定管理者の指定の手続について適用し、施行日前に募集した指定管理者の指

定の手続については、なお従前の例による。 

 



○丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例 

平成１９年１０月１日 

条例第２１号 

改正 平成２７年６月１９日条例第３６号 

平成３１年３月１５日条例第１３号 

（設置） 

第１条 市民のスポーツ活動を推進し、健全な心身、健康保持及び体力の増強

を図るとともに、市民生活の健全育成に資するため、丹波篠山市立丹波篠山

総合スポーツセンター（以下「スポーツセンター」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 スポーツセンターの位置は、丹波篠山市郡家４５１番地４とする。 

（指定管理者による管理） 

第３条 スポーツセンターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定により、教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる場合において、当該指定

管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(1) スポーツセンターの使用の許可に関する業務 

(2) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

３ 指定管理者がスポーツセンターの管理をする場合は、次条、第５条及び第

７条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（使用の許可） 

第４条 スポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の

許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、

同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合において、スポーツセンターの管理

運営上必要な条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

スポーツセンターの利用を許可しないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 施設又は附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(3) その他スポーツセンターの管理運営上支障があるとき。 

（利用者の遵守事項） 

第６条 第４条の規定による使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）
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は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。 

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。 

(3) 許可なくスポーツセンター又はその敷地内において寄附金の募集、物品

の販売又は飲食物の提供を行わないこと。 

(4) 許可なくスポーツセンター又はその敷地内において広告物等の掲示若

しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。 

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。 

(6) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツセンターの管理上必要な指示に反

する行為をしないこと。 

（使用許可の取り消し等） 

第７条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はス

ポーツセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件

を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。 

(3) 施設の使用に係る料金（以下「使用料」という。）を納期限までに納付

しないとき。 

(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。 

(5) 施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。 

２ 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責

めを負わない。 

（使用料） 

第８条 利用者は、使用料（消費税相当額を含む。）を納付しなければならな

い。 

２ 使用料の額は、別表に定める額とする。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、

又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第１０条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由が

あると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（利用料金） 

第１１条 第３条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、スポーツ

センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者の収



入としてこれを収受させることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金の額は、第８条第２項に

定める使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める

ものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、

第７条から前条までの規定（見出しを含む。）中「使用料」とあるのは「利

用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「第１１条第２項に規定する額」

と、「市長は、特別の理由があると認めるときは」とあるのは「指定管理者

は、市長が定める基準に従い」と読み替えるものとする。 

（原状回復） 

第１２条 利用者は、スポーツセンターの利用を終了したとき又は第７条の規

定により使用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ち

に施設等を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償） 

第１３条 利用者が故意又は過失によってスポーツセンター又はその附属設備

をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただ

し、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この

限りでない。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた処分、手続きその

他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。 

（篠山市体育施設条例の一部改正） 

３ 篠山市体育施設条例（平成１１年篠山市条例第９３号）の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市公の施設使用料条例の一部改正） 

４ 篠山市公の施設使用料条例（平成１４年篠山市条例第３０号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２７年６月１９日条例第３６号） 

（施行期日） 



１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の篠山市立篠山総合スポーツセンター条例第３条の

規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行

日前においても行うことができる。 

附 則（平成３１年３月１５日条例第１３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年５月１日から施行する。 

（調整規定） 

２ 篠山市立篠山総合スポーツセンター条例の規定は、この条例によってまず

改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例（平成３

０年篠山市条例第３６号）によって改正されるものとする。 

別表（第８条関係） 

（単位：円） 

区分 ９：００～

１２：００ 

１３：００

～１７：０

０ 

１８：００

～２１：０

０ 

備考 

体育館 専用利用 ４，２００ ５，６００ ４，２００ 半面利用時の使用料

は１／２とする。 

個人利用 ３００ ３００ ３００ １人／時間帯当たり 

暖房設備 ５００ １基１時間当たり（個

人利用不可） 

武道場 専用利用 ２，１００ ２，８００ ２，１００   

個人利用 ３００ ３００ ３００ １人／時間帯当たり 

冷暖房設

備 

５００ １時間当たり（個人利

用不可） 

トレーニン

グ室 

専用利用 ２，４００ ３，２００ ２，４００   

個人利用 ３００ １人／１回当たり 

会議室１ 専用利用 ９００ １，２００ ９００   

会議室２ 専用利用 ６００ ８００ ６００   

グラウンド

（土） 

専用利用 １，２００   １時間当たり 

人工芝グラ

ウンド 

専用利用 １，８００ 

個人利用 ３００ ３００   １人／時間帯当たり 



テニスコート ５００ １時間／１面当たり 

テニスコート照明設備 ５００ １時間／１面当たり 

１ 利用者が市外のものの場合の使用料は、この表の金額の２倍の額とする。 

２ 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務する者若し

くは本市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。 

特別料金 

□ 時間帯区分の使用許可時間延長の場合は、原則１時間までとし、延長分

は１時間単位に相当する額を徴収する。ただし、１時間当たり使用許可施

設及び個人利用には適用しない。 

 



○丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例施行規則 

平成１９年１０月１７日 

教委規則第８号 

改正 平成２１年６月２２日教委規則第１０号 

平成２７年１２月１６日教委規則第２８号 

平成３１年４月２４日教委規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター条例（平成

１９年篠山市条例第２１号。以下「条例」という。）の施行について必要な

事項を定めるものとする。 

（休館日及び開館時間） 

第２条 丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセンター（以下「スポーツセンタ

ー」という。）の休館日及び開館時間は、別表第１のとおりとする。ただし、

教育委員会が必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができ

る。 

（使用の許可） 

第３条 条例第４条の規定によりスポーツセンターの使用の許可を受けようと

する者は、丹波篠山総合スポーツセンター使用許可申請書（様式第１号）を

教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の使用許可申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の６月前

の初日から行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、

この限りでない。 

３ 教育委員会は、第１項の許可をしたときは、丹波篠山総合スポーツセンタ

ー使用許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

（使用許可の変更） 

第４条 スポーツセンターの使用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに前条の使用許可書を

添えて教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。 

（使用許可の取消し等） 

第５条 教育委員会は、条例第７条の規定により使用の許可を取り消し、又は

利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならな

い。 

（使用料） 

第６条 利用者は、条例第４条の使用の許可を受けたときは、速やかに使用料

を納付しなければならない。 

（使用料の減免等） 



第７条 条例第９条又は第１０条の規定により、使用料を減免又は還付（以下

この条において「減免等」という。）することができる場合及びその額は、

丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則（平成１４年篠山市規則第２５号）

第４条又は第９条の規定を準用する。 

２ 前項の規定により使用料の減免等を受けようとするものは、丹波篠山総合

スポーツセンター使用料減免・還付申請書（様式第３号）を市長に提出しな

ければならない。 

（教室等の開催） 

第８条 スポーツセンターは、次に掲げる事業を行うことができる。 

(1) 教室、講座、講習会、大会等 

(2) 体力向上のため特に必要と認める事業 

２ 前項の事業について別に定める受講料、参加費等を徴収することができる。 

（付属設備使用料の額） 

第９条 スポーツセンターの付属設備の使用料は、別表第２に定めるとおりと

する。 

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定） 

第１０条 条例第３条第１項の規定により指定管理者にスポーツセンターの管

理を行わせる場合にあっては、第２条中「教育委員会が必要があると認める

ときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会

の承認を得て」と、第３条第２項ただし書中「教育委員会が特に必要と認め

る場合は」とあるのは「指定管理者が特に必要と認める場合は、教育委員会

の承認を得て」と、同条第１項及び第３項、第４条並びに第５条中「教育委

員会」とあり、並びに第７条第２項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、

様式第１号及び様式第２号中「丹波篠山市教育委員会」とあり、並びに様式

第３号中「丹波篠山市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとす

る。 

（利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合の読替規定） 

第１１条 条例第１１条第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入とし

て収受させる場合にあっては、第６条の見出し及び同条、第７条（見出しを

含む。）、第９条（見出しを含む。）、別表第２並びに様式第１号から様式

第３号までの様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるもの

とする。 

（委任） 

第１２条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 



１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその

他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。 

（篠山市体育施設条例施行規則の一部改正） 

３ 篠山市体育施設条例施行規則（平成１１年篠山市教育委員会規則第２６号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市公の施設使用料条例施行規則の一部改正） 

４ 篠山市公の施設使用料条例施行規則（平成１４年篠山市規則第２５号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２１年６月２２日教委規則第１０号） 

この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１６日教委規則第２８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年４月２４日教委規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年５月１日から施行する。 

（調整規定） 

２ 篠山市立篠山総合スポーツセンター条例施行規則の規定は、この規則によ

ってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係教育委員会規則の整理に

関する規則（平成３１年篠山市教育委員会規則第１号）によって改正される

ものとする。 

別表第１（第２条関係） 

施設の名称 休館日 開館時間 備考 

体育館 １２月２８日～１

月４日 

９時～２１時   

武道場 

トレーニング室 

会議室 

グラウンド（土） ９時～１７時 ４月１日から９月３０

日までの期間は、１９

時までとする。 

人工芝グラウン

ド 

テニスコート ９時～２１時   

別表第２（第９条関係） 



付属設備使用料 

設備品目 単位 使用料 備考 

コイン式シャワー １台 １００

円 

１回につき ３分間使用可能 

貸

出

物

品 

ラケット等Ⅰ類 １ケ １００

円 

１回につき 卓球ラケット・バレー

ボール・バスケットボ

ール 

ラケット等Ⅱ類 １ケ ３００

円 

１回につき テニスラケット・バド

ミントンラケット 

有線マイク １本 ５００

円 

１時間帯につ

き 

  

ポータブルマイク １本 ５００

円 

ワイヤレスマイク １本 ８００

円 

人工芝グラウンド

用仮設ラインテー

プ 

１巻 １００

円 

１回につき 最大全２２巻使用可

能 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 



○丹波篠山市公の施設使用料条例 

平成１４年７月３日 

条例第３０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２８条の規

定に基づき、公の施設の使用料の徴収に関して必要な事項を定めるものとす

る。 

２ 使用料の徴収については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、

この条例の定めるところによる。 

（使用料の徴収） 

第２条 市長は、地方自治法第２２５条の規定により、許可を受けてする公の

施設の利用につき、別表に定める使用料（消費税相当額を含む。）を徴収す

る。 

（使用料の減免） 

第３条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を

減免することができる。 

（使用料の不還付） 

第４条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（過料） 

第５条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する額（当該５倍に相当する金額が５万

円を超えないときは５万円とする。）以下の過料を科することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前

の例による。 

３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

（篠山市公民館条例の一部改正） 

４ 篠山市公民館条例（平成１１年篠山市条例第８４号）の一部を次のように

改正する。 



〔次のよう〕略 

（篠山市体育施設条例の一部改正） 

５ 篠山市体育施設条例（平成１１年篠山市条例第９３号）の一部を次のよう

に改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例の一部改正） 

６ 篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例（平成１１年篠山市条例第９

４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市民会館等に関する条例の一部改正） 

７ 篠山市民会館等に関する条例（平成１１年篠山市条例第９９号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市健康増進センター条例の一部改正） 

８ 篠山市健康増進センター条例（平成１１年篠山市条例第１０３号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市デイサービスセンター条例の一部改正） 

９ 篠山市デイサービスセンター条例（平成１１年篠山市条例第１１０号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市老人福祉センター条例の一部改正） 

１０ 篠山市老人福祉センター等条例（平成１１年篠山市条例第１１１号）の

一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例の一部改正） 

１１ 篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例（平成１１年篠山市条例第

１１４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市立丹南健康福祉センター条例の一部改正） 

１２ 篠山市立丹南健康福祉センター条例（平成１１年篠山市条例第１３２号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市保健センター条例の一部改正） 

１３ 篠山市保健センター条例（平成１１年篠山市条例第１３３号）の一部を

次のように改正する。 



〔次のよう〕略 

（ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

１４ ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例（平成１１年篠山市条

例第１４５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市基幹集落センター条例の一部改正） 

１５ 篠山市基幹集落センター条例（平成１１年篠山市条例第１４６号）の一

部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市就業改善センター条例の一部改正） 

１６ 篠山市就業改善センター条例（平成１１年篠山市条例第１４７号）の一

部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成１４年１２月１６日条例第４４号） 

この条例は、平成１５年２月１日から施行する。 

附 則（平成１４年１２月２７日条例第４６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１４日条例第１９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１０月１５日条例第５１号） 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、改正後の篠山市体

育施設条例第５条の規定は公布の日から、篠山市立西紀運動公園芝グラウンド

に係る規定は施行の日から４月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 

（平成１６年教委規則第７号で平成１６年９月１日から施行） 

附 則（平成１５年１２月２４日条例第６０号） 

この条例は、平成１６年１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月４日条例第４号） 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１０月１８日条例第３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の



行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。 

附 則（平成１６年１２月１４日条例第４２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月１１日条例第８号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第２５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（篠山市就業改善センター条例の廃止） 

２ 篠山市就業改善センター条例（平成１１年篠山市条例第１４７号）は、廃

止する。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第４８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第４９号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年５月１６日条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年１０月１日条例第２１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年１０月１日条例第２２号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月２４日条例第４１号） 

この条例は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２０日条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３日条例第５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年２月２４日条例第１号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年２月２４日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 



附 則（平成２８年３月２３日条例第１０号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２３日条例第１５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２８日条例第７号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２５日条例第３８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月２５日条例第６号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

１ 公民館等関係施設 

（単位：円） 

施設の名称 室名 定員 ９：０

０～１

２：０

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１８：

００～

２２：

００ 

備考 

城東公民館 １階展示室 ４０ ８００ １，０

００ 

１，２

００ 

  

１階第１和

室 

６０ １，１

００ 

１，５

００ 

１，７

００ 

  

２階大会議

室 

２０

０ 

３，０

００ 

４，０

００ 

４，８

００ 

  

２階第１研

修室 

４５ ９００ １，１

００ 

１，３

００ 

  

２階第２研

修室 

３０ ６００ ８００ ９００   

２階第３研

修室 

１５ ３００ ４００ ５００   

２階第２和

室 

１５ ３００ ４００ ５００   

２階実習室

１ 

１４ ３００ ４００ ５００  



２階実習室

２ 

２４ ４００ ５００ ６００  

２階サーク

ル室 

１５ ３００ ４００ ５００   

今田まちづく

りセンター 

相談室兼会

議室 

２５ ５００ ６００ ７００   

産業就業研

修室 

４５ ９００ １，１

００ 

１，３

００ 

部分使用は１／２ 

生活改善研

修室 

３５ ７００ ９００ １，０

００ 

  

調理実習室 ３５ ７００ ９００ １，０

００ 

  

青年室 ２０ ４００ ５００ ６００   

集会室 １５

０ 

２，３

００ 

３，０

００ 

３，６

００ 

  

視聴覚室 ４５ ９００ １，１

００ 

１，３

００ 

  

和室研修室 ２０ ４００ ５００ ６００   

２ 体育厚生施設（学校施設除く） 

（単位：円） 

施設の名称等 ９：００

～１２：

００ 

１３：０

０～１

７：００ 

１８：０

０～２

２：００ 

備考 

丹波篠山市立B＆G

海洋センター体育

館 

丹波篠山市立西紀

体育館 

丹波篠山市立川代

体育館 

丹波篠山市立今田

体育館 

丹波篠山市立健康

増進センター 

専用 ２，１０

０ 

２，８０

０ 

２，８０

０ 

７００円／時

間 

半面使用は１

／２ 

個人 ４００ 一人２時間以

内 

丹波篠山市立四季の森運動公 １，５０ ２，００   ５００円／時



園グラウンド ０ ０ 間 

丹波篠山市立城東グラウンド 

丹波篠山市立今田グラウンド 

１，５０

０ 

２，００

０ 

２，００

０ 

５００円／時

間 

丹波篠山市立城東多目的広場 ６００ ８００   ２００円／時

間 

丹波篠山市立城東グラウン

ド・丹波篠山市立今田グラウン

ド照明設備 

４基使用 ２，０００円／時

間 

６基使用 ３，０００円／時

間 

５００円／時

間・基 

丹波篠山市立丹南テニスコー

ト 

丹波篠山市立今田テニスコー

ト 

３００円／時間・面   

丹波篠山市立今田テニスコー

ト照明設備 

２００円／時間・半面 

１ 利用者が市外のものの場合の使用料は、この表の金額の２倍の額とする。 

２ 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務する者若し

くは本市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。 

３ 保健福祉関係施設 

（単位：円） 

施設の名称 室名 定員 ９：０

０～１

２：０

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１８：

００～

２２：

００ 

備考 

丹南健康福祉

センター 

第１会議室

（洋室） 

３０ ６００ ８００ ９００   

２階研修室 １６

０ 

２，４

００ 

３，２

００ 

３，９

００ 

  

西紀老人福祉

センター・デイ

サービスセン

ター 

１階教養娯

楽室 

１８ ４００ ５００ ６００   

１階健康相

談室 

１５ ３００ ４００ ５００   

１階栄養相

談室 

３０ ６００ ８００ ９００   

１階リハビ ２７ ５００ ７００ ８００   



リ室 

１階食堂 ２９ ６００ ７００ ９００   

２階健康教

育ホール 

１８

０ 

２，７

００ 

３，６

００ 

４，４

００ 

  

２階生活指

導室 

９ ３００ ４００ ５００   

多目的ホー

ル 

１０

０ 

１，８

００ 

２，０

００ 

２，４

００ 

  

西紀高齢者コ

ミュニティセ

ンター 

１階実習室 １５ ３００ ４００ ５００   

１階和室 １０ ３００ ４００ ５００   

２階会議室 １１

５ 

１，８

００ 

２，３

００ 

２，８

００ 

  

２階創作室 １０ ３００ ４００ ５００   

４ 産業経済関係施設 

（単位：円） 

施設の名称 室名 定員 ９：０

０～１

２：０

０ 

１３：

００～

１７：

００ 

１８：

００～

２２：

００ 

備考 

ハートピアセ

ンター 

多目的ホー

ル 

２２

０ 

３，０

００ 

４，０

００ 

４，８

００ 

  

農産加工実

習室 

４５ ９００ １，１

００ 

１，３

００ 

  

会議室 ５５ １，０

００ 

１，４

００ 

１，６

００ 

  

農事研修室 ４５ ９００ １，１

００ 

１，３

００ 

  

５ 学校関係施設 

（単位：円） 

区分 ９：

００

～１

２：

００ 

１

３：

００

～１

７：

００ 

１

８：

００

～２

２：

００ 

時間

単価 

備考 



体育館

（講

堂） 

小学校

等 

床面積４００m２

未満 

６０

０ 

８０

０ 

８０

０ 

２０

０／

時間 

・床面積５００m２

以上の施設及び

武道場に係る半

面使用の使用料

は１／２ 

・講堂をスポーツ

で使用する場合

の使用料は１／

２ 

・使用については

２時間以上から 

床面積４００m２

以上５００m２未

満 

９０

０ 

１，

２０

０ 

１，

２０

０ 

３０

０／

時間 

床面積５００m２

以上 

１，

２０

０ 

１，

６０

０ 

１，

６０

０ 

４０

０／

時間 

中学校 床面積７００m２

未満 

１，

２０

０ 

１，

６０

０ 

１，

６０

０ 

４０

０／

時間 

床面積７００m２

以上８００m２未

満 

１，

５０

０ 

２，

００

０ 

２，

００

０ 

５０

０／

時間 

床面積８００m２

以上９００m２未

満 

１，

８０

０ 

２，

４０

０ 

２，

４０

０ 

６０

０／

時間 

床面積９００m２

以上 

２，

１０

０ 

２，

８０

０ 

２，

８０

０ 

７０

０／

時間 

運動場 小学校

等 

中学校 

面積７，０００m２

未満 

６０

０ 

８０

０ 

８０

０ 

２０

０／

時間 

・使用については

２時間以上から 

面積７，０００m２

以上９，０００m２

未満 

９０

０ 

１，

２０

０ 

１，

２０

０ 

３０

０／

時間 

面積９，０００m２

以上１１，０００m
２未満 

１，

２０

０ 

１，

６０

０ 

１，

６０

０ 

４０

０／

時間 

面積１１，０００m
２以上 

１，

５０

０ 

２，

００

０ 

２，

００

０ 

５０

０／

時間 

教室等 ５０

０ 

５０

０ 

５０

０ 

    



西紀中学校グラウンド照

明 

３基使用 ４基使用 全基使用   

１，５０

０／時間 

２，００

０／時間 

３，００

０／時間 

１ 利用者が市外のものの場合の使用料は、この表の金額の２倍の額とする。 

２ 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務する者若し

くは本市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。 

特別料金 

□ 使用許可時間延長の場合は、１時間につき基本料金の５割の額を徴収

する。この場合、延長した時間が３０分以上の時は１時間とし、３０分

未満は切り捨てるものとする。 

注１ 中学生以下とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に

規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及

び特別支援学校の中学部並びに同法第１３４条の各種学校の中学部に類

するものに就学する生徒以下の者をいう。 

注２ 高校生とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定

する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並び

に同法第１３４条の各種学校の高等部に類するものに就学する生徒の者

をいう。 

注３ 大学生・一般とは、注２以外でそれ以上の者をいう。 

注４ 障害者（障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第２条の長期に

わたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。）及びそ

の補助をする者の個人使用料金は、同表使用料に２分の１を乗じて得た

額とする。 

 



○丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則 

平成１４年７月３日 

規則第２５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、丹波篠山市公の施設使用料条例（平成１４年篠山市条例

第３０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 条例第２条による別表２体育厚生施設の項及び同表５学校関係施設の

項に掲げる本市に主たる活動拠点を有する団体とは、団体の構成員のうち、

市内に居住する者、通学する者又は通勤する者の総数が２分の１以上ある団

体若しくは本市の体育協会に所属する団体をいう。 

（付属設備の使用料の額） 

第３条 付属設備使用料の額（消費税相当額を含む。）は、別表第１に定める

とおりとする。 

（使用料の減免） 

第４条 条例第３条に規定する特別の理由があると認めるときとは、次の各号

に掲げる場合をいう。 

(1) 市が主催する事業として施設を利用するとき。 

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急措置として使用す

るとき。 

(3) 公用に供し、又は公益のために使用するとき。 

(4) 学校教育の場として、学校が社会教育施設を利用するとき。 

(5) 市内の青少年の体育、文化活動等青少年健全育成に対して、積極的な取

組を市として支援する場合であって、教育委員会が認めた団体（以下「登

録団体」という。）が行う事業として施設を使用するとき。 

(6) 市内在住の心身障害者及びその家族等で組織する団体が、心身障害者の

福祉の増進を目的として施設を利用するとき。 

(7) 次に掲げる団体が、所属する地域の学校関係施設のうち運動場を使用す

るとき。 

ア スポーツクラブ２１ 

イ まちづくり協議会 

ウ 地区自治会長会 

(8) 丹波篠山市立篠山養護学校が、丹波篠山市立西紀運動公園を利用すると

き。 

(9) 史跡篠山城跡及び大書院に関する文化・伝統行事に使用する場合で、特



に市長が必要と認めるとき。 

(10) 次に該当する場合において、丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセン

ターを使用するとき。ただし、イに該当する場合にあっては、市長が特に

必要があると認めるときに限る。 

ア 次に掲げる大会等で、施設を使用する場合 

(ア) 丹波篠山市小・特別支援学校陸上記録会 

(イ) 丹波篠山市中学校体育連盟が主催する大会 

(ウ) 丹有地区中学校体育連盟が主催する大会 

イ 青少年の育成を目的とする団体が、その活動のために施設を使用する

場合 

２ 前項第２号、第６号、第８号及び第１０号に規定する場合を除き、別表第

２に掲げる施設を使用する場合は、同項の規定は、適用しないものとする。 

３ 第１項第５号の規定は、別表第３に掲げる施設を使用する場合は、適用し

ないものとする。 

４ 第１項各号（第６号を除く。）に規定する場合の使用料は、全額免除とし、

同項第６号に規定する場合の使用料は、当該使用料の２分の１に相当する額

を減額する。 

５ 前項の規定は、公の施設を定例的に使用し公益に資する活動を行うものに

ついて適用する。 

６ 条例別表に規定する個人使用料の障害者による減免を受けようとする者は、

施設を管理する者の求めに応じ、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳若しくは

療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。 

（使用料の還付） 

第５条 条例第４条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場

合及びその額は、次のとおりとする。 

(1) 利用者の責めによらない理由により施設が利用できないとき 使用料

の全額 

(2) 利用日の８日前までに使用の変更又は取消しを申し出て許可を受けた

とき 使用料の全額 

(3) 利用日の４日前までに使用の変更又は取消しを申し出て許可を受けた

とき 使用料の５割 

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公の施設使用料還

付申請書（別記様式）を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第６条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前

の例による。 

（篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例施行規則の一部改正） 

３ 篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例施行規則（平成１１年篠山市

規則第５５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市デイサービスセンター条例施行規則の一部改正） 

４ 篠山市デイサービスセンター条例施行規則（平成１１年４月１日規則第７

７号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則の一部改正） 

５ 篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則（平成１１年篠山市規則第１

００号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成１５年１２月２４日規則第３３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月４日規則第５号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２９日規則第３１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際篠山市立篠山総合スポーツセンター人工芝グラウンド

を、市内在住、在勤及び在学の者で組織するホッケー団体及び第６１回国民

体育大会のじぎく兵庫国体関係団体が、ホッケー競技を目的で使用する場合

は、全額免除とする。ただし、免除対象の期間は、施行の日から平成１８年

のじぎく兵庫国体ホッケー競技終了時までとし、スポーツクラブ２１の公の

施設を使用する場合は、国体終了年度まで全額免除とする。 

附 則（平成１７年８月２２日規則第４４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２０日規則第５号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年６月２１日規則第１９号） 



この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市公の施設使用料条例施行

規則の規定は、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成１９年１０月１７日教委規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月５日規則第１号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月５日規則第４号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日規則第１４号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年８月３０日規則第２３号） 

この規則は、平成２３年９月１日から施行する。 

附 則（平成２４年２月２８日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年８月３１日規則第３３号） 

この規則は、平成２７年９月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月３０日規則第２１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月１５日規則第１２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年５月１日から施行する。 

（調整規定） 

２ 各条に規定する規則の規定は、この規則によってまず改正され、次いで市

の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則（平成３０年篠山市規則第３

４号）によって改正されるものとする。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第１８号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年５月３１日規則第３０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日規則第４号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月１５日規則第２５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年５月１１日規則第２８号） 

（施行期日） 



１ この規則は、令和５年６月１日から施行する。 

（丹波篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例施行規則の

一部改正） 

２ 丹波篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例施行規則（平

成１１年篠山市規則第７８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則の一部改正） 

３ 丹波篠山市立丹南健康福祉センター条例施行規則（平成１１年篠山市規則

第１００号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

４ ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成１１年篠

山市規則第１０９号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波伝統工芸公園立杭陶の郷の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

改正） 

５ 丹波伝統工芸公園立杭陶の郷の設置及び管理に関する条例施行規則（平成

１１年篠山市規則第１１２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市農家高齢者創作館条例施行規則の一部改正） 

６ 丹波篠山市農家高齢者創作館条例施行規則（平成１１年篠山市規則第１１

５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館条例施行規則の一部改正） 

７ 丹波篠山市地域活性化センター黒豆の館条例施行規則（平成１２年篠山市

規則第８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園の設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正） 

８ 丹波篠山市滞在型市民農園ハートピア農園の設置及び管理に関する条例施

行規則（平成１４年篠山市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関

する条例施行規則の一部改正） 

９ 丹波篠山市障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関

する条例施行規則（平成１４年篠山市規則第２１号）の一部を次のように改



正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市大山荘の里市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部改正） 

１０ 丹波篠山市大山荘の里市民農園の設置及び管理に関する条例施行規則

（平成１４年篠山市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市立丹波篠山市民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

の一部改正） 

１１ 丹波篠山市立丹波篠山市民センターの設置及び管理に関する条例施行規

則（平成１５年篠山市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例施行規則の一部改正） 

１２ 丹波篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館条例施行規則（平成１８年

篠山市規則第３号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正） 

１３ 丹波篠山渓谷の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８

年篠山市規則第２２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市王地山陶器所華工房条例施行規則の一部改正） 

１４ 丹波篠山市王地山陶器所華工房条例施行規則（平成１８年篠山市規則第

２４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（丹波篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規

則の一部改正） 

１５ 丹波篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行

規則（平成２１年篠山市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

別表第１（第３条関係） 

付属設備使用料 

１ 丹南健康福祉センター 

（単位：円） 

設備品目 単位 使用料 備考 

オーバーヘッドプロジ

ェクター 

１台 １，００

０ 

  



調理台 １台 １，００

０ 

  

ビデオ機器 一式 １，００

０ 

ビデオプロジェクターを含む。 

２ B＆G海洋センター 

（単位：円） 

施設の名称等 使用料 

更衣ロッカー（コインロッカー） １回につき１０円 

別表第２（第４条関係） 

減免を適用しない施設等 

施設名 施設の名称等 

丹波篠山市立丹波篠山総合スポーツセ

ンター 

体育館 

武道場 

トレーニング室 

グラウンド 

人工芝グラウンド 

テニスコート 

テニスコート照明設備 

丹波篠山市立西紀運動公園 温水プール 

芝グラウンド 

別表第３（第４条関係） 

登録団体に対する減免を適用しない施設等 

施設の名称等 

丹波篠山市立城東グラウンド照明設備 

丹波篠山市立今田グラウンド照明設備 

丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明設備 

丹波篠山市立今田テニスコート照明設備 



 



別記様式（第５条関係） 

 


